
番号 項目 質疑 回答 

１ 別 記 資 料

１、10 

防災センターの遠隔監視の体制とし

て、機械警備会社の待機所を遠隔監視

場所とすることは可能か。 

機械警備会社の待機所も遠隔

監視場所となり得るが、その場合

は、本基準「10、遠隔監視場所に

おいて監視を行う場合の要件」に

該当し、かつ、監視対象物の防災

センターに関する業務のみを行

う場合に限られる。一般的な機械

警備の業態のように、火災代表信

号を受信し監視対象物に駆け付

ける方式は、遠隔監視としては認

められない。 

２ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

公開時間又は従業時間外とは、どの

ような時間帯を指すのか。また、公開時

間又は従業時間外の設定は、防火対象

物ごとに行って差し支えないか。 

前段、防火対象物の利用者が少

数かつ限定的となる時間帯をい

う。 

 後段、差し支えない。ただし、

時間の設定は、管轄消防署と協議

のうえ決定すること。 

３ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

オフィスビルにおける公開時間又は

従業時間外はどのような時間設定が考

えられるか。 

来訪者が自由に出入りしない

時間帯であり、例えば、正面玄関

を閉鎖し、夜間通用口を使用する

時間等が考えられる。 

４ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

共同住宅は、遠隔監視場所において

監視を行う対象となるか。 

共同住宅は、公開時間又は従業

時間の概念がないため、常時遠隔

監視の対象として差し支えない。

ただし、監視対象物にスプリンク

ラー設備が設置されていること

等、他の要件に適合する必要があ

る。 

５ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

ホテル、病院等の宿泊又は入院等を

伴う施設は、遠隔監視場所において監

視を行う対象となるか。また、ホテルを

含む複合用途の防火対象物の場合、ホ

テル以外の部分を遠隔監視の対象とす

前段、ホテル、病院等の宿泊者

が常時在館し、公開時間を切り替

えることができない施設は、遠隔

監視の対象とすることができな

い。 

1 遠隔監視 

 



ることができるか。  後段、原則として認められな

い。 

６ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

オフィスビルに飲食店や物品販売店

舗が含まれている場合など、公開時間

又は従業時間が異なる場合はどのよう

に考えればよろしいか。 

飲食店や物品販売店舗等が存

する複合の防火対象物（ホテル、

病院等の宿泊又は入院等を伴う

施設を除く。）については、防火

対象物の大部分が公開時間又は

従業時間外となり、利用者が少数

かつ限定的となる時間帯を防火

対象物全体の公開時間又は従業

時間外と設定して支障ない。 

７ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

公開時間又は従業時間内は、従前の

とおり防火対象物ごとに防災センター

要員の人数を算定し、配置することで

よろしいか。 

お見込みのとおり。 

８ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

遠隔監視場所による監視を行う時間

の長さに制限はあるか。また、公開時間

外の方が長い場合、公開時間内も遠隔

監視場所での監視を実施する運用は可

能か。 

前段、時間の長さに制限はな

い。 

 後段、公開時間又は従業時間内

に遠隔監視場所による監視を行

うことはできない。 

９ 別 記 資 料

１、10、⑴ 

遠隔監視場所において監視等を行う

場合、防災センター評価を申請する際

は、公開時間又は従業時間内の監視体

制と公開時間又は従業時間外の遠隔監

視体制について、別々の評価を受ける

ことになるのか。 

遠隔監視場所において監視等

を行う場合は、一つの評価の中

で、公開時間又は従業時間内の監

視体制と公開時間又は従業時間

外の遠隔監視体制について、それ

ぞれの内容を明確に区分して記

載し、申請する必要がある。 

10 別 記 資 料

１、10、  

次に掲げる部分は、「スプリンクラー

設備が設置されている」と取り扱って

よいか。 

１ 消防法施行規則第 13条第３項に掲

げるスプリンクラーヘッドを設置する

ことを要しない部分(消防法施行規則

第 13条第３項第 11 号及び同第 12 号に

掲げる部分を除く。) 

２ 消防法施行令第 13条に規定する水

全て差し支えない。 



噴霧消火設備等（移動式を除く。）が技

術上の基準により設けられている部分 

３ 消防法施行令第 29条の４又は火災

予防条例第 47 条に基づき、共同住宅用

スプリンクラー設備が技術上の基準に

より設けられている部分 

４ 消防法施行令第 12条の技術上の基

準の例によりスプリンクラー設備が自

主設置されている部分 

11 別 記 資 料

１、10、  

「スプリンクラー設備が設置されて

いる」とあるが、消防法施行規則第 13

条第２項の区画によりスプリンクラー

設備が設置されていない部分がある場

合、遠隔監視場所による監視はできな

いと解するか。 

お見込みのとおり。 

12 別 記 資 料

１、10、  

文字の大きさや色などの指定はある

か。また、表示はすべての防災センター

の出入口に必要か。 

前段、指定はないが、表示内容

が明確に確認できる必要がある。 

 後段、主要な出入口に表示があ

ればよい。 

13 別 記 資 料

１、10、⑹ 

遠隔監視場所については、位置、構造

（防火区画、浸水対策等）の要件はない

ということでよろしいか。 

遠隔監視場所の位置、構造の要

件は設けていないが、有効に遠隔

監視を行える場所である必要が

ある。 

14 別 記 資 料

１、10、  

別記資料１、10、 の９号部分につい

て、「防災センター」を「遠隔監視場所」

と読み替えることでよいのか。 

お見込みのとおり。 

15 別 記 資 料

１、10、  

相互間で同時に通話することができ

る設備とは、ＷＥＢ会議システムや携

帯電話等の活用でも差し支えないか。 

遠隔監視場所と監視対象物の

防災センター間において、有事の

際に即時通話ができる必要があ

るため、原則としてインターホ

ン、固定電話又は防災センター要

員専用の携帯電話とすること。た

だし、遠隔監視場所と監視対象物

の防災センター間において、即時

通話ができるＷＥＢ会議システ

ム等を用いる場合は認めて差し



支えない。 

16 別 記 資 料

１、10、  

同時に通話することができる設備

は、各監視対象物の防災センター相互

間を含めた同時通話(三者通話等)の機

能は不要として差支えないか。 

差し支えない。各監視対象物間

での同時通話を求めているもの

ではなく、遠隔監視場所と監視対

象物で通話することができる設

備があればよい。 

17 別 記 資 料

１、10、  

遠隔監視盤は、１台で複数の監視対

象物の遠隔監視を行うことは可能か。 

お見込みのとおり。 

18 別 記 資 料

１、10、  

「総合操作盤の設置方法を定める件

（平成16年５月消防庁告示第８号）」第

６、３、⑴に規定する「遠隔監視盤」と

して、第三者機関により基準への適合

性が確認された認定品又は評定品等は

存在するのか。また、遠隔監視盤として

総合操作盤を使用する必要があるの

か。 

前段、現時点で、認定品又は評

定品等は存在しない。「総合操作

盤の基準を定める件（平成 16 年

５月消防庁告示第７号。以下「消

防庁告示第７号」という。）」第５

及び第６に規定する表示、警報の

機能を有し、かつ、別記資料１、

10、 及び に適合するものは、

遠隔監視盤として認められるも

のである。 

 後段、遠隔監視盤として、総合

操作盤を使用する必要はない。 

19 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

遠隔監視盤に求められる消防庁告示

第７号別表第２の項目について、放送

設備や誘導灯の項目は、一般的に総合

操作盤のＣＲＴ画面に表示されず、遠

隔監視盤に表示させることが困難であ

る。当該項目については、総合操作盤

（非常放送盤又は制御装置）の状態を

カメラ等で常時撮影し、その映像を遠

隔監視場所で確認できることで、当該

方法を遠隔監視盤として取り扱うこと

が認められるか。 

消防庁告示第７号別表第２の

項目を明確に確認できる場合は

認めて差し支えない。 

なお、当該方法に用いられる機

器は、別記資料１、10、 及び

に適合するものであること。 

20 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

遠隔監視盤には、消防庁告示第７号

第７の操作機能は求められていないと

いうことでよろしいか。 

お見込みのとおり。 

21 別 記 資 料

１、10、 、

放送設備の遠隔監視盤は、消防法施

行規則第 25条の２に規定する遠隔操作

遠隔監視盤として求められる

のは消防庁告示第７号別表第２



ア 器と同等の機能を有する必要がある

か。 

の表示警報であり、遠隔操作器と

同等の機能を有する必要はない。 

22 別 記 資 料

１、10、  

別 記 資 料

１、10、⑾、

ア 

 

監視対象物の防災センター要員を配

置した場合は一部の要件が緩和される

が、監視対象物の防災センターの配置

人数の大小による緩和に差はないの

か。 

配置人数の大小による緩和の

差はない。 

23 別 記 資 料

１、10、  

別 記 資 料

１、10、⑾、

ア 

監視対象物の防災センターに１名以

上の防災センター要員を配置する場合

において、当該要員は、初動対応時に応

援要員が到着するまでの間、防災セン

ターに留まる必要があるのか。 

初動対応時、防災センターに留

まる必要はなく、応援要員を待た

ずに火災現場に駆け付けること。 

24 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

「１名以上の防災センター要員が配

置されている場合」と「配置されていな

い場合」で遠隔監視盤に求められる表

示・警報として消防用設備等に違いが

ある理由はなにか。 

遠隔監視盤は、原則として総合

操作盤と同様の表示・警報が必要

である。ただし、監視対象物に１

名以上の防災センター要員が配

置されている場合は、当該防災セ

ンター要員により迅速な初動対

応が可能であるため、一部項目を

緩和している。 

25 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

遠隔監視場所による監視時に、監視

対象物の防災要員が仮眠室で仮眠し、

防災センターが無人となる場合、防災

センターは無人扱いとなり、緩和要件

は受けられないということでよろしい

か。 

遠隔監視場所から、仮眠中の防

災要員を呼び出すことができる

措置が講じられている場合又は

仮眠中の防災要員が火災の発生

を覚知できる措置が講じられて

いる場合は、防災センターを無人

扱いとしないものとして差し支

えない。 

26 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

遠隔監視盤の耐久性は、総合操作盤

等の製造メーカーによる任意基準でよ

ろしいか。 

お見込みのとおり。総合操作盤

と同等の耐久性があればよい。 

27 別 記 資 料

１、10、 、

オ 

予備電源又は非常電源については、

各消防用設備等ではなく、遠隔監視盤

に対して２時間以上作動できることが

求められるということでよろしいか。 

お見込みのとおり。 



28 別 記 資 料

１、10、 、

オ 

遠隔監視盤の予備電源として、ＵＰ

Ｓ又はノートパソコンの内蔵バッテリ

ーを用いることは可能か。 

原則として、ＵＰＳを使用する

こと。 

29 別 記 資 料

１、10、 、

オ 

回路分け等、他の設備の故障等の影

響を受けないよう必要な措置が講じら

れている場合、ＵＰＳを他の設備と兼

用して支障ないか。 

支障ない。 

30 別 記 資 料

１、10、 、

キ 

遠隔監視盤として、モバイル機器又

はノートパソコンを用いることができ

るか。またその場合、定位置に設置する

ことについては、セキュリティーケー

ブル等で容易に移動することが出来な

い措置を講じることで差し支えない

か。 

前段、画面サイズが総合操作盤

の防災ＣＲＴと同等の大きさの

ものであれば、モバイル機器又は

ノートパソコンを遠隔監視盤と

して使用して差し支えない。 

 後段、差し支えない。 

31 別 記 資 料

１、10、 、

キ 

「転倒、信号ケーブルの切断等を防

止するための措置」とは具体的にどの

ような措置か。 

機器の固定、配線ダクト内への

収容又はケーブルの整理、固定等

により、通常の使用状態におい

て、人が容易に触れたり、外力が

加わらないよう配慮される措置

をいう。 

32 別 記 資 料

１、10、  

総合操作盤と遠隔監視盤との間の通

信回線に使用される閉域網等とは、専

用回線、広域イーサネット、ＶＰＮ回線

等で差し支えないか。 

お見込みのとおり。 

33 別 記 資 料

１、10、  

総合操作盤と遠隔監視盤との間の通

信回線及び通信に使用する機器は、耐

火・防火性能に欠けると思われるが、仕

様に基準はあるか。 

通信回線及び通信に使用する

機器の仕様基準は設けていない

が、有効に通信が行われるよう配

慮されたい。 

34 別 記 資 料

１、10、  

通信回線の速度・性能は規定されて

いるか。また、消防検査では、どのよう

に確認するのか。 

前段、通信速度、性能等につい

て仕様の規定はない。 

 後段、消防検査では、自衛消防

活動に支障ない速度で表示、警報

機能が作動できることを確認す

る。 

35 別 記 資 料

１、10、 、

予備電源を必要とする通信機器はど

のような機器であるか。また、予備電源

前段、ルーターやモデムのよう

な通信機器をいう。 



イ として自家発電設備やＵＰＳを使用す

ることは差し支えないか。 

 後段、差し支えない。 

36 別 記 資 料

１、10、 、

イ、  

防災センター内でブースターポンプ

等の起動ができる旨の表示は、遠隔監

視を行う場合のみ求められると解して

よろしいか。また、表示は、インターホ

ンの直近にポスター等で掲示すること

で差し支えないか。 

前段、後段ともにお見込みのと

おり。 

37 別 記 資 料

１、10、 、

イ、  

防災センター内に設けるブースター

ポンプ等の起動装置は、総合操作盤の

消防支援スイッチの画面操作で差し支

えないか。また、起動装置は、防災セン

ター要員だけではなく、消防隊員が操

作することも想定しているか。 

前段、差し支えない。 

後段、お見込みのとおり。 

38 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

非常用エレベーターキーをキーボッ

クス等に入れて管理することは認めら

れるか。また、認められる場合、ポスタ

ー等により位置を掲示することでよい

か。 

前段、わかりやすい位置とは、

エレベーター制御盤や、自動火災

報知設備の受信機の直近にキー

を掛けておくことを想定してい

るが、キーボックス内（施錠不可）

に保管することも認められる。 

 後段、お見込みのとおり。 

39 別 記 資 料

１、10、 、

エ 

ＷＥＢ会議システムやスマートフォ

ンを使用することは認められるか。 

遠隔監視場所での操作により

起動し、映像確認ができる場合

は、差し支えない。監視対象物側

から何らかの操作を求める方式

は認められない。 

40 別 記 資 料

１、10、 、

エ 

カメラの映像は、防災センター内の

全てを映す必要があるか。 

消防隊活動スペースのほか、別

記資料１、５、⑴、キに規定する

火災受信盤及び防災表示盤（ＣＲ

Ｔ画面等）の周辺において消防隊

の活動状況を確認できることで

足りる。 

41 別 記 資 料

１、10、  

遠隔監視を行う事業者は、必ずしも

火災予防条例第61条の２の３第３項に

定める東京消防庁認定通報事業者とし

ての認定を取得する必要はないと解す

お見込みのとおり。ただし、努

めて火災予防条例第 61 条の２の

３第３項に定める東京消防庁認

定通報事業者としての認定を取



るか。 得するよう指導すること。 

42 別 記 資 料

１、10、  

遠隔監視場所から監視対象物への駆

付け手段について、自転車、バイク又は

車の利用は認められるか。 

別記２の現場駆付け時の基本

的固定値及び算出方法としての

算定上は認められない。ただし、

実際の火災時に使用することを

妨げるものではない。 

43 別 記 資 料

１、10、  

遠隔監視場所から監視対象物へ駆け

つける際、信号のある横断歩道又は歩

道橋を渡らなければならない場合の時

間算出方法はどうすべきか。 

別記２の水平移動速度、階段昇

降時間に加えて、信号の待ち時間

については実測値を基に算定す

ること。 

44 別 記 資 料

１、10、  

火災時に駆け付けた応援要員は、在

館している事業所の関係者を指揮し、

協力を求めて自衛消防活動を行うこと

ができるか。 

遠隔監視を行う時間帯は公開

時間又は従業時間外であるため、

応援要員を中心とした活動とな

るが、事業所の関係者が在館して

いる場合は協力して自衛消防活

動を行うことが望ましい。 

45 別 記 資 料

１、10、 、

イ 

遠隔操作器とは、消防法施行規則第

25条の２に規定するものを指すのか。

また、その場合、遠隔監視場所で遠隔操

作器を操作して避難誘導を行うことで

よろしいか。 

前段、後段ともにお見込みのと

おり。 

 なお、監視対象物の増幅器等と

遠隔操作器は、有線で接続するこ

と。 

46 別 記 資 料

１、10、 、

イ 

遠隔監視場所の勤務員に求められる

対応行動は、別表４において、別表１の

対応行動を行うこととされているた

め、「放送設備（感知器発報放送）の起

動確認」と「放送設備（火災放送）の起

動確認」を指しており、遠隔操作器の操

作による避難誘導は求められないと解

されるが、いかがか。 

10、 、イは、11、⑴、ア、

で防災要員に必要な対応行動と

して求められる「情報伝達及び避

難等」の対応が遅延しないよう、

遠隔監視場所において、放送設備

の遠隔操作器により、手動起動及

びマイクロホン放送を用いた避

難誘導を行うことができる体制

を求めている。 

47 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

大規模防火対象物等で、全館一斉鳴

動へ移行する時間を10分としている防

火対象物においても、早期の避難誘導

体制として 、ウを選択した場合は、６

分以内に全館鳴動させる必要があるの

か。また、６分以内であれば認められる

前段、お見込みのとおり。 

後段、10、 は監視対象物で火

災が発生した場合に、早期に避難

誘導を実施できる体制を求めて

おり、ウは自動的に全館鳴動に移

行することで早期の避難誘導を



理由を伺いたい。 実施できる体制としている。これ

は、スプリンクラー設備による対

応が困難となった場合、早期に避

難誘導が必要であるため、スプリ

ンクラー設備未設置の場合の限

界時間と同等の６分としている。 

48 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

大規模ビルでブロック鳴動を採用し

ている監視対象物は、全館一斉鳴動を

ブロック鳴動に読み替えることは可能

か。 

原則として６分以内に全館一

斉鳴動とする必要がある。ただ

し、複数棟が接続されている場合

などは個別に相談されたい。 

49 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

監視対象物内の防災センターで監視

している時間と、遠隔監視の時間とで

感知器発報放送から全館一斉鳴動によ

る火災放送に切り替わる時間を切り替

える運用は可能か。 

可能である。 

50 別 記 資 料

１、10、  

最低１名の防災要員の配置を求めて

いる理由は何か。また、最低１名の防災

要員が配置された場合、正常に機能し

ない遠隔監視場所にいる防災要員の役

割は何か。 

前段、遠隔監視場所の機能が不

能となった場合、各監視対象物の

防災センターで監視を行う必要

があるため、応急的な対応とし

て、各監視対象物に最低１人は配

置できる人員を要件としている。 

 後段、遠隔監視場所では、各監

視対象物に配置された防災要員

と連絡をとり、全体の統制や管理

を行う。 

51 別 記 資 料

１、10、  

複数棟監視の体制の場合、震災等に

よる複数棟の同時火災を想定した計画

を策定する必要はないか。 

遠隔監視の要件として、防災セ

ンター管理計画で複数棟の同時

火災を想定した計画を策定する

必要はない。 

52 別 記 資 料

１、10、  

遠隔監視場所又は各監視対象物の所

有者が異なる場合でも、複数棟監視を

行うことは可能か。 

可能である。複数棟監視の要件

として所有者を制限するもので

はないが、管理会社を統一する

等、一元的に管理する体制は必要

である。 

53 別 記 資 料

１、10、  

一の遠隔監視場所において、監視等

を行える監視対象物の数に制限はある

監視対象物の数に制限は設け

ていない。ただし、限界時間内（９



か。 分＋α以内）で対応行動を完了す

ることが必要であることを念の

ため申し添える。 

54 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

一の監視対象物に対し、複数の遠隔

監視場所を設けることはできるか。 

遠隔監視場所において監視等

を行う場合（複数棟監視を含む。）

は、一の遠隔監視場所で行うこ

と。よって、認められない。 

55 別 記 資 料

１、10、 、

ア 

遠隔監視場所を防災センター内に設

けることは差し支えないか。また、防災

センター以外の場所に設けることは差

し支えないか。 

前段、後段ともに差し支えな

い。 

56 別 記 資 料

１、10、 、

ウ 

監視対象物の防災センターに１名以

上配置させる場合でも、遠隔監視場所

で遠隔監視員が火災対応を行う必要が

あるか。 

遠隔監視員は早期の情報収集、

指揮統制を行うため必要である。 

 なお、監視対象物に１名以上の

防災要員を配置させる場合、当該

防災要員は火災発生時に火災現

場駆付け員として対応行動を行

うこと。 

57 別 記 資 料

１、10、 、

エ 

複数棟監視の場合において、システ

ム等活用行動評価により、遠隔監視場

所及び各監視対象物の防災センターに

配置する防災要員数の合計が、エに規

定する棟数を下回ることは認められる

か。 

遠隔監視場所とシステム等活

用行動を組み合わせることは可

能であるが、10、 、エの要件を

満たす必要があるため、遠隔監視

場所及び各監視対象物の防災セ

ンターに配置する防災要員数の

合計が棟数を下回ることは認め

られない。 

58 別 記 資 料

１、10、 、

エ 

、エで算定された防災要員の人数

は、複数棟監視を行う場合の全体の防

災要員の人数の制限であり、各監視対

象物の防災センターに常時１名以上を

配置することを求めているものではな

いと解するか。 

お見込みのとおり。 

59 別 記 資 料

１、10、 、

カ 

遠隔監視場所から応援要員が駆け付

ける際、監視対象物の防災センターは、

一時的に無人になることは支障ない

か。 

支障ない。 



60 別 記 資 料

１、10、 、

カ 

遠隔監視場所の運用に変更が生じた

場合、監視しているすべての防火対象

物の防災センター管理計画を見直すこ

とでよろしいか。 

お見込みのとおり。 

61 別 記 資 料

１、６、⑵ 

消防用設備等としての遠隔監視盤の

維持管理義務は、監視対象物の関係者

となるか。 

お見込みのとおり。 

62 別 記 資 料

１、６、⑵ 

遠隔監視盤の点検の頻度や報告義務

については、総合操作盤の扱いを準拠

することでよろしいか。 

お見込みのとおり。 

63 別 記 資 料

１、６、⑵ 

遠隔監視盤の点検については、監視

対象物の消防用設備等の点検に合わせ

て実施することが望ましいのか。 

お見込みのとおり。 

64 別 記 資 料

１、６、⑵ 

総合操作盤、監視盤及び遠隔監視盤

の点検及び整備を行う消防設備士等と

は、具体的にどの資格を指すのか。 

消防設備士又は消防設備点検

資格者を指す。 

 なお、第４類の消防設備士又は

第２種消防設備点検資格者が中

心になって点検を行うことが望

ましい。 

65 別 記 資 料

１、別記１ 

別記１において、遠隔監視の場合の

限界時間は９分とされているが、表下

に記載されている「注）１から５」は適

用してよいか。 

差し支えない。 

66 その他 遠隔監視場所には、火災予防条例第

55条の２の３に規定する防災センター

要員（防災センター要員講習修了証及

び自衛消防技術認定証を有する者）を

配置する必要があるか。 

お見込みのとおり。遠隔監視場

所は防災センターと同様に火災

予防条例第 55 条の２の３に基づ

き防災センター要員を配置する

必要がある。 

67 その他 遠隔監視員及び応援要員は、監視対

象物の自衛消防活動中核要員、防火管

理技能者又は自衛消防組織の告示班長

になり得るか。 

監視対象物は当該遠隔監視員

等の正規の勤務場所ではないた

め、監視対象物の自衛消防活動中

核要員又は自衛消防組織の告示

班長になることはできない。 

 防火管理技能者については、原

則として監視対象物の防火管理

技能者に選任することはできな



 

 

 

番号 項目 質疑 回答 

１ 別記資料１、

11、 、イ、

 

システム等活用行動は、別記資料

１、２、⑴のいずれの集中管理の形態

においても用いることができるか。 

お見込みのとおり。 

２ 別記資料１、

11、 、イ、

 

システム等活用行動により代替す

る場合、遠隔監視のように公開時間又

は従業時間外に限られるなど、時間的

な制限はないか。 

時間的な制限はない。 

３ 別記資料１、

11、 、イ、

 

防災センターに必要とされる広さ

（40㎡）に含まれる消防隊活動スペー

ス（概ね12㎡）について、システムの

活用（大型モニターでの情報提供や遠

隔連携など）により、物理的なスペー

スの縮小や、別室（共用会議室等）で

の代替を認められるか。 

システム等活用行動は、防災要

員の対応行動の代替を認めるも

のであり、防災センターの位置、

構造の基準を緩和するものでは

ない。 

４ 別記資料１、

11、 、イ、

 

システム等活用行動により、防災要

員が警備業務として行っている巡回

業務や確認業務を代替又は省略する

ことはできるか。 

システム等活用行動は、別記２

の対応行動項目を代替するもの

であるため、巡回業務や確認業務

を判断するものではない。 

５ 別記資料１、

11、 、イ、

 

火災発生時に遠隔監視場所からの

応援を待ってから火点に駆け付ける

と遅れるので、通信機器やＩＣＴを活

用して分散行動をしたいが、この行為

はシステム等活用行動として審査さ

監視対象物の火災現場駆付け

員は応援要員を待たずに活動を

開始するものである。この場合

に、応援要員と火災現場駆付け員

の連絡体制に通信機器やＩＣＴ

いが、要件を満足する場合は選任

特例が認められる場合がある。 

68 その他 遠隔監視場所において監視を行う場

合においても、予防事務審査検査基準

第４章第２節第14「火災通報装置」、９、

⑵、ウにより、当該防災センター等には

24時間体制で複数の勤務員が確保され

ているものとして特例を適用してよい

か。 

差し支えない。 

２ システム等活用行動 

 



れるものと考えてよろしいか。 を活用することはシステム等活

用行動には該当しない。ただし、

別記２の対応行動項目等のいず

れかを通信機器やＩＣＴを活用

して代替することは、システム等

活用行動に該当する。 

６ 別記資料１、

11、 、イ、

 

システム等活動行動は、通信機器等

の機械設備または情報通信技術等に

限られるのか。また、火点への移動方

法を徒歩から自転車にシステム等活

用行動として置き換えることができ

るか。 

前段、システム等活用行動は、

通信機器等の機械設備または情

報通信技術等に限るものではな

い。 

 後段、火点へ移動する方法につ

いてもシステム等活用行動の対

象となる。ただし、水平移動に自

転車を用いる方法については、通

常の防災センター評価の範囲で

取り扱われた事例もあることか

ら、個別に相談されたい。 

７ 別記資料１、

11、 、イ、

 

防火対象物内に、劇場やホールなど

対応行動を完了するのに突出して時

間を要する用途がある場合など、その

部分に対してのみ有効となるシステ

ム等を活用することは認められるの

か。 

認められる。 

８ 別記資料１、

11、 、イ、

 

今回の改正では、別記２の現場駆付

け時の基本的固定値及び算出方法に

ついて変更はないのか。 

別記２の内容に変更はない。 

９ 別記資料１、

11、 、イ、

、ｂ 

「第三者機関」は、具体的にどの機

関か。 

システム等活用行動評価は、一

般社団法人東京防災設備保守協

会により実施が開始される予定

である。今後、新たにシステム等

活用行動評価を行うこととなる

第三者機関が設けられた場合は、

改めて周知する。 

10 別記資料１、

別記４、１、

⑵ 

システム等を活用した場合とシス

テムを活用しない場合の２通りの対

応行動が必要ということか。 

システム等活用行動が機能し

ない場合として、その他の手段を

定めておく必要がある。その他の



手段の例として、基本予測方法に

よる対応行動が考えられる。 

 なお、その他の手段について

は、別記２による時間算定を行う

必要はない。 

11 別記資料１、

別記４、１、

⑵ 

システム等活用行動及びその他の

手段については、火災予防条例第56条

の２第３項に基づく検査等で確認す

るのか。 

消防検査では対応行動の確認

を行わない。 

12 別記資料１、

別記４、２、

⑵ 

システム等活用行動に用いる機器

のバックアップの電源容量に基準は

あるか。 

基準はないが、限界時間以上で

余裕を持った容量を確保された

い。 

13 別記資料１、

別記４、２、

 

システム等活用行動に用いる機器

のうち、防災センター内で表示等の確

認を要するものについて、当該機器の

設置位置に指定はあるか。 

指定はない。ただし、機器の設

置位置は、有効性を検討するうえ

で、システム等活用行動評価の審

査の対象となる場合がある。 

14 別記資料１、

別記４、２、

 

監視カメラ、セキュリティセンサー

の配線を耐火配線とし、ＨＵＢ等を耐

火盤に入れる等の対策を行う必要が

あるか。 

システム等活用行動は一律に

配線や機器等の耐火措置を講じ

ることを求めるものではない。使

用機器の目的や設置位置、火災進

展のどの段階まで機能すること

を求めるかによって必要な耐火

措置を考慮されたい。 

15 別記資料１、

別記４、２、

 

「フェイルセーフ設計であること」

とは、システム等活用行動に用いる機

器の使用不能時に、別の機器の設置や

人による代替行動の実施までを求め

るものではないと解してよいか。 

お見込みのとおり。当該項目

は、機器自体のフェイルセーフ設

計（故障時に安全側に動作するこ

と）を求めているものであり、例

として電気錠が停電時に開の状

態で停止すること等を指す。 

16 別記資料１、

別記４、３、

⑵ 

３年ごとに１回以上のシステム等

活用行動の実働による検証は、代替し

たシステム部分に対する検証のみを

行うことでよいか。 

代替した部分のみではなく、シ

ステム等活用行動を含む一連の

対応行動を実施すること。 

17 別記資料１、

別記４、３、

⑵ 

実証訓練の検証は、管轄消防署の立

ち会いのもと行う必要があるか。 

管轄消防署の立ち会いは必要

としない。 



18 別記資料１、

別記４、３、

⑵ 

システム等活用行動の有効性を確

認するための検証の結果は消防署へ

報告する必要はあるか。また、３年毎

とは、年度単位で支障ないか。 

前段、検証後の消防署への報告

は必要ない。防火対象物の関係者

側で保管すること。 

 後段、支障ない。 

19 別記資料１、

別記４、３、

⑵ 

システム等活用行動の有効性を確

認するための検証は、導入後３年以内

に初回の検証を実施すればよいのか。 

導入後、可能な限り早期に初回

の検証を実施すること。 

20 別記資料１、

別記４、３、

⑵ 

システム等活用行動の有効性を確

認するための検証は、自衛消防訓練に

該当するか。また該当する場合、自衛

消防訓練通知書等による消防署への

事前通報は必要か。 

前段、後段ともにお見込みのと

おり。 

21 改正概要（ス

ライド資料） 

システム等活用行動の代替対象と

なる対応行動は、防火区画の形成及び

避難状況の確認以外にもあるのか。 

システム等活用行動の対象と

なる対応行動は、別記２に示す対

応行動項目等の全てである。改正

概要で示したセキュリティセン

サーは申請が予想されるものの

一例である。申請者が提案するそ

の他の方法による対応行動が申

請されることも想定している。 

22 改正概要（ス

ライド資料） 

改正概要の資料にはシステム等活

用行動の申請が想定される例として

防火区画の形成及び避難状況の確認

に関しセンサー等の活用による事例

が明示されているが、これは在室なし

を前提としており、在室ありの場合の

対応は審査では求められないか。 

当該内容については、火災予防

審議会において申請が予想され

る一例として検討されたもので

あり、個別の申請に係る実際の評

価の内容を示すものではない。実

際の評価にあたっては、申請内容

に応じて在館者の有無、避難状況

の確認方法等を含め総合的に評

価されるものである。 

23 その他 新築防火対象物において、システム

等活用行動評価が防災センター評価

より遅れる場合、集中管理計画届はど

のように届け出るべきか。また、シス

テム等活用行動を取得し、集中管理計

画届を届け出るまでの間、防災要員の

配置人数はどのように考えるべきか。 

前段、防災センター評価に基づ

く集中管理計画届を先行して届

出し、その後、システム等活用行

動評価の取得に併せて、当該評価

書を添付した集中管理計画届を

改めて届け出る必要がある。 

 後段、システム等活用行動に基



づく集中管理計画届の届出がさ

れるまでの間は、防災センター評

価に基づき必要とされる人数の

防災要員を確保して運用するも

のとし、当該届出がなされた時点

で初めて、防災要員数の合理化を

行うことができる。 

24 その他 「システム等活用行動評価」の具体

的な基準、具体例を示したガイドライ

ン又は指針などは今後示される予定

はあるか。 

システム等活用行動の要件は

将来登場し得る多様な技術を想

定しているため、性質上、具体的

な数値基準を設けず包括的な規

定としている 。そのため、今後

も具体的な基準等を示す予定は

ないが、認められた事例について

は公表を検討する。 

 




